
新 旧 対 照 表

○ 改正後の要綱は、平成２７年４月１日から適用する。

改正後 現行

奈良県居宅介護職員初任者研修等事務取扱要綱 奈良県居宅介護従業者養成研修等事業指定事務取扱要綱

（趣旨） （趣旨）
第１条 「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成18 第１条 「指定居宅介護及び基準該当居宅介護の提供に当たる者として厚生労働大臣が
年９月29日厚生労働省告示第538号。以下「告示」という。）に基づく居宅介護職員初 定めるもの」（平成１８年厚生労働省告示第５３８号。以下「厚生労働省告示とい
任者研修等及び居宅介護従業者等の取扱いについては、居宅介護職員初任者研修等に う。）に基づく居宅介護従業者養成研修等事業（以下「事業」という。）の指定につ
ついて(平成19年1月30日障発013001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通 いては、国の法令等によるもののほか、この要綱の定めるところによる。
知。以下「通知」という。）及びこの要綱の定めるところによる。

（研修課程）
（研修課程） 第２条 各研修の課程は、次のとおりとする。

第２条 研修の課程は、次のとおりとする。 (1) 居宅介護従業者養成研修課程１級課程（以下「１級課程」という。）
(1) 居宅介護職員初任者研修課程（告示第１条第３号に規定する居宅介護職員初任者 (2) 居宅介護従業者養成研修課程２級課程（以下「２級課程」という。）
研修をいい、以下「初任者研修課程」という。） (3) 居宅介護従業者養成研修課程３級課程（以下「３級課程」という。）

(2) 障害者居宅介護従業者基礎研修課程（告示第１条第４号に規定する居宅介護職員 (4) 同行援護従業者養成研修一般課程（以下「同行援護一般課程」という。）
初任者研修をいい、以下「基礎研修課程」という。） (5) 同行援護従業者養成研修応用課程（以下「同行援護応用課程」という。）

(3) 同行援護従業者養成研修一般課程（告示第１条第６号に規定する「同行援護従業 (6) 全身性障害者移動介護従業者養成研修課程（以下「全身課程」という。）
者養成研修」のうち、別表６に定める内容以上のものをいい、以下「同行援護一般 (7) 行動援護従業者養成研修課程（以下「行動援護課程」という。）
課程」という。） (8) 重度訪問介護従業者養成研修課程（以下「重度訪問介護課程」という。）

(4) 同行援護従業者養成研修応用課程（告示第１条第６号に規定する「同行援護従業
者養成研修」のうち、別表７に定める内容以上のものをいい、以下「同行援護応用
課程」という。）

(5) 行動援護従業者養成研修課程（告示第１条第７号に規定する行動援護従業者養成
研修をいい、以下「行動援護課程」という。）

(6) 重度訪問介護従業者養成研修基礎課程（告示第１条第５号に規定する重度訪問介
護従業者養成研修のうち、別表第２に定める内容以上のものをいい、以下「重度訪
問基礎課程」という。）

(7) 重度訪問介護従業者養成研修追加課程（告示第１条第５号に規定する重度訪問介
護従業者養成研修のうち、別表第３に定める内容以上のものをいい、以下「重度訪
問追加課程」という。）

(8) 重度訪問介護従業者養成研修統合課程（告示第１条第５号に規定する重度訪問介
護従業者養成研修のうち、別表第４に定める内容以上のものをいい、以下「重度訪
問統合課程」という。）

(9) 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程（告示第１条第５号に規定する重
度訪問介護従業者養成研修のうち、別表第５に定める内容以上のものをいい、以下
「重度訪問行動障害支援課程」という。）

２ 各課程の趣旨については次のとおりとし、各課程の区分、科目、科目ごとの目的、 ２ 各課程のカリキュラムについては、別紙１に定めるとおりとする。
内容、時間数及び講師要件は別紙１に定めるとおりとする。 また、カリキュラムの目的、内容及び講師要件等は、別紙２に定めるとおりとする。
(1) 初任者研修課程 (1) 各課程の内容は、次のとおりとする。

居宅介護従業者が行う業務に関する知識及び技術を習得することを目的として行 ① １級課程
われるものとする。 主任居宅介護従業者（居宅介護従業者のうち、他の保健医療サービス又は福祉

(2) 基礎研修課程 サービスを提供する者との連絡調整、他の居宅介護従業者に対する指導、監督そ
居宅介護従業者が行う業務に関する基礎的な知識及び技術を習得することを目的 の他の居宅介護を適切かつ円滑に提供するために必要な業務を行うものをいう。

として行われるものとする。 ）が行う業務に関する知識及び技術を習得することを目的として、２級課程を修
(3) 同行援護一般課程 了した者を対象として行う。従って、２級課程の修了後、原則として１年以上居

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に対して、外出時に、当該 宅介護従業者として活動した者に対して実施する。
障害者等に同行して、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ ② ２級課程
及び食事等の介護その他の当該障害者が外出する際に必要な援助に関する一般的な 居宅介護従業者の基本研修課程とし、福祉サービスの基本視点の理解、業務内容
知識及び技術を習得することを目的として行われるものとする。 やサービス利用者に関する知識等の必要な知識及び具体的技術について習得す

(4) 同行援護応用課程 る。
同行援護一般課程において修得した知識及び技術を深めるとともに、特に重度の ③ ３級課程



視覚障害者（児）の障害及び疾病の理解や場面別における同行援護技術等を習得す ２級課程へ昇級することを前提とした、居宅介護従業者の入門研修課程とし、
ることを目的として、同行援護一般課程を修了した者を対象として行われるものと 居宅介護に従事するにあたって必要な知識と技術のうち基礎的なものを習得る。
する。ただし、一般課程と応用課程を適切な組み合わせにより同時並行的に行われ ④ 同行援護一般課程
る場合は、この限りでない。 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に対して、外出時に、当

(5) 行動援護課程 該障害者等に同行して、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介 せつ及び食事等の介護その他の当該障害者が外出する際に必要な援助を行うため

護を要するものにつき、当該障害者等の特性の理解や評価、支援計画シート等の作 の、一般的な知識及び技術を習得する。
成及び居宅内や外出時における危険を伴う行動を予防又は回避するために必要な援 ⑤ 同行援護応用課程
護等に関する知識及び技術を習得することを目的として行われるものとする。 同行援護一般課程において修得した知識及び技術を深めるとともに、特に重度

(6) 重度訪問基礎課程 の視覚障害者（児）の障害及び疾病の理解や場面別における同行援護技術等を習
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者等に対する入浴、排せつ及 得する。（一般課程と応用課程を適切な組み合わせにより同時並行的に行われる

び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに外出時における移動中の介護 場合は、この限りでない。）
に関する基礎的な知識及び技術を習得することを目的として行われるものとする。 ⑥ 全身課程

(7) 重度訪問追加課程 全身性の障害を有する者（児）に対する外出時における移動の介護に関する知
重度訪問基礎課程において習得した知識及び技術を深めるとともに、特に重度の 識及び技術を習得する。

障害者に対する緊急時の対応等に関する知識及び技術を習得することを目的とする ⑦ 行動援護課程
場合は、この限りでない 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時

(8) 重度訪問統合課程 介護を用するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避する
重度訪問基礎課程、重度訪問追加課程及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 ために必要な援護、外出時における移動中の介護等に関する知識及び技術を習得

（昭和62年厚令49号）附則第４条及び第13条に係る別表第３第１号の研修課程（以 する。
下「基本研修」という。）を統合したものとして行われるものとする。 ⑧ 重度訪問介護課程

(9) 重度訪問行動障害支援課程 重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者等に対する入浴、排せつ
重度の知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって 及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに外出時における移動中の

常時介護を要するものにつき、当該障害者の特性の理解及び居宅内や外出時におけ 介護に関する知識及び技術を習得する。
る危険を伴う行動を予防又は回避するために必要な援護等に関する知識及び技術を (2)各課程の概要、受講対象者及び研修時間は、次のとおりとする。
習得することを目的として行われるものとする。

３ 研修は、講義、演習及び実習により行うものとする。ただし、講義は、通信の方法 課 程 概 要 受 講 対 象 者 時 間
により行うことができる。

１級課程 主任居宅介護従業者の養成研修 ２級課程修了者 ２３２

２級課程 居宅介護従事者の基本研修 居宅介護事業に従事するこ １３２
とを希望する者

３級課程 居宅介護従業者の入門研修 勤務時間の少ない非常勤居 ５２
宅介護従業者、登録居宅介
護従業者等として従事する
ことを希望する者

同行援護 同行援護従業者の養成研修 同行援護に従事することを ２０
一般課程 希望する者

同行援護 同行援護従業者の養成研修 同行援護に従事することを １２
応用課程 （特に重度の視覚障害者（児）に 希望する者

対する場面別の同行援護技術等を
習得するための研修）

全身課程 全身性障害者移動介護従業者の 全身性の障害を有する者 ２５
養成研修 （児）の移動介護に従事す

ることを希望する者

行動援護 行動援護従事者の養成研修 行動援護に従事することを ２１
課程 希望する者

重度訪問 重度訪問介護従業者の養成研修 重度訪問介護に従事するこ ２１
介護課程 とを希望する者



(3) ３級課程修了者が２級課程の研修を受講する場合、視覚障害者移動介護従業者養成
研修課程修了者（以下「視覚課程修了者」という。）、同行援護一般課程修修了者、
全身課程修了者、知的課程修了者及び日常生活課程修了者が３級課程の研修を受講す
る場合、介護福祉士、１級課程修了者、２級課程修了者及び３級課程修了者等が同行
援護一般課程、全身課程を受講する場合並びに視覚課程修了者が同行援護一般課程を
受講する場合について、科目及び研修時間のうち、別紙３に掲げる研修科目及び研修
時間を免除することができる。

(4) 前号に定める研修科目及び研修時間の免除については、この免除が可能な者の希望
により免除できるものとする。免除を行う場合は、希望者の申出書及びその資格証の
写し等を提出させるなどその要件を確認のうえ、適切に免除の可否を判断しなければ
ならない。

(5) 通信で行う講義については、第３号の規定にかかわらず免除することはできないも
のとする。

３ １級課程、２級課程及び３級課程については、講義を通信の方法によって行うこと
ができる。

４ 全身課程については、第２項第２号の規定にかかわらず、当分の間、厚生労働省告
示の定める研修科目及び時間数を下回らない範囲において、実施することができる。

５ 第４項の規定を適用するときは、第２項第２号の規定を下回る研修科目及び時間に
ついて、代替方法及び今後の方針を明確にしなければならない。

（指定） （指定）
第３条 事業者の指定（以下「指定」という。）を受けようとする者（以下「申請者」 第３条 事業者の指定（以下「指定」という。）を受けようとする者（以下「申請者」
という。）は、次の各号に掲げる書類を受講者の募集を行おうとする日の60日前まで という。）は、居宅介護従業者養成研修等事業指定申請書（第１号様式）のほか、次
に、知事に提出しなければならない。 の各号に掲げるものを添付し募集を行おうとする日の６０日前までに、知事に提出し

なければならない。（申請にあたっては、正本及び副本の各１部を作成し、申請書類
一式を次の各号の順にそれぞれファイルに綴じたものを提出するものとする。なお、
副本は確認のうえ返却するものとする。）

(1) 居宅介護職員初任者研修等事業者指定申請書（第１号様式） (1) 学則等（研修終了の認定方法を明記すること。）
(2) 学則 (2) 研修カリキュラム（第２号様式）

研修終了の認定方法を明記すること。 (3) 講師履歴一覧表（第３号様式）
(3) 研修カリキュラム（第２号様式） (4) 実習施設利用計画書（第４号様式）
(4) 講師履歴一覧表（第３号様式） ※ 実習を行うときに必要
(5) 実習施設利用計画書（第４号様式） (5) 実習施設承諾書（第５号様式）
(6) 実習施設承諾書（第５号様式） ※ 実習を行うときに必要（設置者の承諾をもらうこと。）
(7) 演習室等使用承諾書（第６号様式） (6) 実習指導者履歴書（第６号様式）
(8) 交通機関利用演習施設承諾書（第７号様式） ※ 実習を行うときに必要（設置者又は施設長の証明をもらうこと。）
(9) 修了証明書（第８号様式）及び修了証明書（携帯用）（第９号様式） (7) 演習室等使用承諾書（第７号様式）（設置者の承諾をもらうこと。）
(10) 収支計画書（指定申請月を含む会計年度及び次年度の２か年分） (8) 演習使用備品一覧表（第８号様式）
(11) 資産の状況を証する書類（申請者の予算書、決算書及び貸借対照表等） (9) 交通機関利用演習施設承諾書（第９号様式）
(12) 申請者が法人であるときは、定款、寄付行為その他の基本約款 ※ 交通機関利用演習を行うときに必要（設置者又は管理者の承諾をもらうと。）
(13) 受講生募集に係る募集案内 (10) 修了証明書（第１０号様式）及び修了証明書（携帯用）（第１１号様式）
(14) その他指定に関し必要があると認める書類 (11) 収支計画書（指定申請月を含む会計年度及び次年度の２か年分）
２ 通信による講義を行う場合は、前項に定める事項に加え、次の書類を添付しなけれ (12) 資産の状況を証する書類（申請者の予算書、決算書及び貸借対照表等）
ばならない。 (13) 申請者が法人であるときは、定款、寄付行為その他の基本約款
(1) 通信添削課題及び模範解答 (14) 受講生募集に係る募集案内
(2) 通信学習実施計画書 (15) その他指定に関し必要があると認める事項
(3) 添削指導及び面接指導の方法を記載した書類 ２ 研修の全部又は一部を委託して実施することはできないものとする。

３ １級課程の指定にあたっては、２級課程の研修実施実績が原則として１年以上なけ
ればならない。

４ １講座の定員は、原則として４０名を上限とするものとする。
５ １級課程、２級課程及び３級課程について、講義を通信の方法によって行うとき
は、前項各号に定める事項に加え、通信添削課題を添付するとともに、在宅学習期間
中における受講生の質問等に対して、応対できる体制をとらなければならない。

６ 前項の通信添削課題については、次の事項を全て満たさなければならない。
(1) 課題数は、当該課程のカリキュラムのうち、各課程の講義時間数（「人権啓発
に関する基礎知識」を除く。）以上であること。また、これに加え、各課程の教科
数以上の適切な記述式課題があること



(2) 各課題については、使用するテキストを改正又は変更するたびに見直しを行う体
制を整えていること

(3) 年間４講座以上研修を実施する事業者については、第１号の添削課題を３種類以
上作成し、その通信講座の適切な運営に努めること

７ 講義を通信の方法によって行う場合は、前項各号に定める事項に加え、添削指導及
び面接指導の指導方法を明示しなければならない。なお、面接指導に係る必要時間数
は次のとおりとする。ただし、各課程とも、「人権啓発に関する基礎知識」は、別途
面接による講義を行うものとし、下記の時間数には含まれないものとする。
(1) １級課程については、１２時間以上
(2) ２級課程については、６時間以上
(3) ３級課程については、３時間以上
なお、面接指導を行うのに適当な講義室及び演習を行うのに適当な演習室を確保し

なければならない。

(準用規定） （準用規定）
第４条 前条の規定は、申請者が法人格を有しない団体である場合について準用する。 第４条 申請者が法人格を有しない団体である場合において、前条の第１項中「法人」
この場合において、前条第１項中「法人」とあるのは「法人格を有しない団体等」 とあるのは「法人格を有しない団体等」に、「定款その他の基本約款」とあるのは
と、「資産の状況を証する書類（申請者の予算書、決算書及び貸借対照表等）」とあ 「当該団体等の目的、組織、運営方法などを記載した会則等」に、「資産の状況を証
るのは「当該団体等の資産が確認できる書類等」と、「定款、寄付行為その他の基本 する書類（申請者の予算書、決算書及び貸借対照表）」とあるのは「当該団体等の資
約款」とあるのは「当該団体等の目的、組織、運営方法などを記載した会則等」と読 産が確認できる書類等」にそれぞれ読み替えるものとする。
み替えるものとする。

（指定の基準） （指定の基準）
第５条 知事は、申請者の指定申請内容が次の各号に掲げる事項に適合すると認められ 第５条 知事は、奈良県内で実施される研修であり、かつ、申請者の指定申請内容が次
るときに限り、指定を行うものとする。 の各号に掲げる事項に適合すると認められるときに限り、指定を行うものとする。
(1) 研修事業に係る事務を行うための事業所が奈良県内に設置されていること。
(2) 研修が奈良県内で実施されること。
(3) 申請者が、事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務処理能力及び事業の (1) 申請者が、事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務処理能力及び事業の
安定的運営に必要な財政基盤を有すること。 安定的運営に必要な財政基盤を有すること。

(4) 事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等事業の収 (2) 事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等事業の収
支の状況を明らかにする書類が整備されていること。 支の状況を明らかにする書類が整備されていること。

(5) 研修の内容は、次のとおりであること。 (3) 研修カリキュラムについては、別紙１及び別紙２に定めるカリキュラムの内容に
イ 初任者研修課程 従ったものであること（ただし、地域性、受講者の希望等を考慮し、必要な教科及

告示第２条の規定により読み替えられた介護保険法施行規則第22条の23第２項 び時間数を追加しても差し支えないものとする。）。
に規定する厚生労働大臣が定める基準（平成24年厚生労働省告示第71号。以下 (4) 講義を担当する講師について、別紙４に定める基準を満たし、かつ各教科を担当
「介護保険告示」という。）別表に定める内容以上であること。 するために適切な人材が必要数確保されていること。
ロ 基礎研修課程 (5) 同行援護一般課程、同行援護応用課程、全身課程、行動援護課程及び重度訪問介

告示別表第１に定める内容以上であること。 護課程については、通学にて講義が実施されること。
ハ 重度訪問基礎課程 (6) 演習を実施するための定員に見合った広さの会場及び別紙５に定める備品が確保

告示別表第２に定める内容以上であること されていること。
ニ 重度訪問追加課程 (7) 同行援護一般課程、同行援護応用課程及び全身課程を実施する場合において、交

告示別表第３に定める内容以上であること。 通機関利用演習を安全に実施するため、複数の助手を適正に配置できるような体制
ホ 重度訪問統合過程 を整えていること。

告示別表第４に定める内容以上であること。 (8) 別に定める実習施設との連携により、実習が適切に行われるよう実習計画が定め
ヘ 重度訪問行動障害支援課程 られていること。
① 告示別表第５に定める内容以上であることとし、強度行動障害支援者養成研 (9) 実習について、原則として３年以上常勤職員として介護等の業務に従事した経験
修（基礎研修）と共通の内容とする。 があり、適切な指導を行うことができる実習指導者が定められ、適切な人材が必要

② 本研修課程については、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）と同内容 数確保されていること。
であることから、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）と合同で開催でき (10) 受講希望者に研修内容等を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らかに
るものとする。 した学則を定め、これを公開するとともに、受講申込者に周知すること。

ト 同行援護一般課程 ① 開講の目的
告示別表第６に定める内容以上であること。 ② 研修事業の名称及び課程

チ 同行援護応用課程 ③ 実施場所（講義、演習、実習）
告示別表第７に定める内容以上であること。 ④ 研修期間



リ 行動援護応用課程 ⑤ 研修カリキュラム
⑥ 講師氏名

① 告示別表第８に定める内容以上であること。 ⑦ 研修修了の認定方法（「全科目を受講した者を修了者とし、修了証明書及び修了
② 本研修課程については、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修及び実践研 証明書（携帯用）を交付する。」という文言を入れること。通信の場合は、合格
修）と同内容であることから、強度行動障害支援者養成研修（基礎研修及び実 基準及び不合格時の対応方法を記載すること。）
践研修）と合同で開催できるものであること。 ⑧ 募集時期及び開講時期

(6) 告示別表に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。 ⑨ 受講資格
(7) 講師は、各課程を教授するのに適当な者であること。 ⑩ 受講定員
(8) 実習を行う課程においては、告示別表に定める実習を行うのに適当な施設を実習 ⑪ 受講手続き（募集要領等）
施設として利用できること｡ ⑫ 研修受講に係る費用（受講料（テキスト代を含む含まないの別）、実習費等）

(9) 実習及び実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われるこ ⑬ 研修欠席者に対する補講の実施方法及び補講に係る費用等の取り扱い
と。 ⑭ 研修修了者は、奈良県の管理する修了者台帳に記載されるものであること

(10) 事業所との連携等により、告示別表に定める実習を行うのに適当な体制を確保し ⑮ 使用するテキスト等
ていること。 ⑯ 研修受講に関する連絡先及び担当者名

(11) 演習を行う課程においては、演習について適当な実習指導者の指導が行われるこ ⑰ その他研修実施に関する必要な事項
と。 (11) 施設実習修了証明書（第１２号様式）、修了者台帳（第１３号様式）及び出席簿

(12) 事業所との連携等により、告示別表に定める演習を行うのに適当な体制を確保し 等に関する書類の管理が確実に行われること。
ていること。 (12) 申請者は、年に１回以上の講座を開講する体制を整えていること。

(13) 重度訪問統合過程においては、基本研修に係る科目及び喀痰吸引等を実施するた (13) 研修期間内での事故等に対応できるように、受講生の研修全般における安全確保
めに必要となるその他研修等については、「喀痰吸引等研修実施要綱について] が行えること。
（平成24年３月30日社援発0330第43号）等に基づいて行われること。

(14) 行動援護課程において、演習は実習指導者の下に、行動援護に関する実習を行う
ことでも差し支えない。

(15) 受講希望者に研修内容等を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らかに
した学則を定め、これを公開するとともに、受講申込者に周知すること。
① 開講の目的
② 研修事業の名称及び課程
③ 実施場所（講義、演習、実習）
④ 研修期間
⑤ 研修カリキュラム
⑥ 講師氏名
⑦ 研修修了の認定方法（「全科目を受講した者を修了者とし、修了証明書及び修
了証明書(携帯用）を交付する。」という文言を入れること。通信の場合は、合格
基準及び不合格時の対応方法を記載すること。）

⑧ 募集時期及び開講時期
⑨ 受講資格
⑩ 受講定員
⑪ 受講手続き（募集要領等）
⑫ 研修受講に係る費用（受講料（テキスト代を含む含まないの別）、実習費等）
⑬ 研修欠席者に対する補講の実施方法及び補講に係る費用等の取り扱い
⑭ 研修修了者の名簿の管理及び取扱い
⑮ 使用するテキスト等
⑯ 研修受講に関する連絡先及び担当者名
⑰ その他研修実施に関する必要な事項

(16) 修了者台帳（第10号様式）及び出席簿等に関する書類の管理が確実に行われる
こと。

(17) 申請者は、年に１回以上の講座を開講する体制を整えていること。
(18) 研修期間内での事故等に対応できるように、受講生の研修全般における安全確保

が行えること。
２ 前項(3)に定める研修のカリキュラムについては、別紙１に定めるとおりとする。た
だし、地域性、受講者の希望等を考慮し、必要な科目及び時間数を追加しても差し支
えないものとする。

３ 前項(5)に定める講師については、別紙１及び別紙３に定める基準を満たし、かつ各
科目を担当するために適切な人材が必要数確保されていること。

４ 演習を実施するための定員に見合った広さの会場が確保されていること。
５ 別紙５に定める実習施設との連携により、実習が適切に行われるよう実習計画が定
められていること。



６ 各課程の修業年限は次表のとおりとする。 （研修期間）
第６条 研修の期間は次のとおりとする。

研修課程 原則の修業年限 知事が特別な事情が (1) １級課程については、原則として１年以内に修了しなければならない。
あると認める場合 (2) ２級課程については、原則として８か月以内に修了しなければならない。

(3) ３級課程については、原則として４か月以内に修了しなければならない。
（１） 初任者研修課程 ８月以内 １年６月の範囲内 (4) 同行援護一般課程、全身課程、行動援護課程及び重度訪問介護課程については、
（２） 基礎研修課程 ４月以内 ８月の範囲内 原則として２か月以内に修了しなければならない。
（３） 同行援護一般課程 ２月以内 ４月の範囲内 (5) 同行援護応用課程については、原則として１ヶ月以内に修了しなければならな
（４） 同行援護応用課程 １月以内 ２月の範囲内 い。また、同行援護一般課程と同行援護応用課程を同時並行的に実施する場合に
（５） 行動援護 ２月以内 ４月の範囲内 あっては、原則として３月以内に修了しなければならない。
（６） 重度訪問基礎課程 ２月以内 ４月の範囲内
（７） 重度訪問追加課程 １月以内 ２月の範囲内
（８） 重度訪問統合課程 ２月以内 ４月の範囲内
（９） 重度訪問行動障害支援課程 １月以内 ２月の範囲内

７ 定員は、１課程40名を上限とする。
８ 研修の全部又は一部を委託して実施することはできないものとする。

（講義を通信の方法で行う場合）
第６条 講義を通信の方法によって行う研修にあっては、前条に掲げる基準のほか、次に
掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 添削指導及び面接指導による適切な指導が行われること。
(2) 添削指導及び面接指導による適切な指導を行うのに適当な講師を有すること｡
(3) 面接指導の時間数は、基礎研修課程に係わるものにあっては３以上、重度訪問基
礎課程、重度訪問追加課程、重度訪問統合課程、重度訪問行動障害支援課程、同行
援護基礎課程、同行援護応用課程及び行動援護課程にあっては１以上であること。

(4) 面接指導を行うのに適当な講義室及び演習を行うのに適当な演習室が確保されて
いること。

２ 第３条第２項(1)の通信添削課題については、次の事項を全て満たさなければならな
い。
(1) 課題数は、各課程の講義時間数以上であること。また、これに加え、各課程の科
目数以上の適切な記述式課題があること

(2) 各課題については、使用するテキストを改正し、又は変更するたびに見直しを行
う体制を整えていること。

（研修修了の認定方法） （研修修了の認定方法）
第７条 指定を受けて事業を実施する者（以下「事業者」という。）は、第２条及び第 第７条 指定を受けて事業を実施する者（以下「事業者」という。）は、第２条に定め
５条第１項(3)に定める研修課程の全日程を滞りなく出席した者（通信の方法によって る研修カリキュラムの全日程を滞りなく出席した者（通信の方法によって講義を実施
講義を実施する場合においては、事業者が事前に学則で規定する合格点に達している する場合においては、事業者が事前に学則で規定する合格点に達していることをもっ
ことをもって出席したとみなす。）に対し、修了証明書（第９号様式）及び修了証明 て出席したとみなす。）に対し、修了証明書（第１０号様式）及び修了証明書（携帯
書（携帯用）（第10号様式）を遅滞なく交付するものとする。ただし、研修の一部を 用）（第１１号様式）を遅滞なく交付するものとする。
欠席した者で、やむを得ない事情があると認められる者については、当該課程研修時 ただし、研修の一部を欠席した者で、やむを得ない事情があると認められる者につ
間数及び教科数の概ね１割を限度とし、第５条第６項に定める研修期間内に補講等の いては、当該課程研修時間数及び教科数の概ね１割を限度とし、第６条に定める研修
代替措置を行なうことにより当該教科に出席したものとみなすことができる。 期間内に補講等の代替措置を行なうことにより当該教科に出席したものとみなすこと

ができる。

（事業実施計画書の提出） （事業実施計画書の提出）
第８条 事業者は、毎年度４月30日までに、居宅介護従業者養成研修等事業年間計画書 第８条 事業者は、毎年度４月３０日までに、居宅介護従業者養成研修等事業年間計画
（第11号様式）を知事に提出しなければならない。 書（第１４号様式）を知事に提出しなければならない。
２ 事業者は、各講座の受講者の募集開始日の30日前までに、次の各号に掲げる事項を ２ 事業者は、各講座の募集開始日の３０日前までに、次の各号に掲げる事項を記載し
記載した居宅介護従業者養成研修等事業実施計画書（第12号様式）を知事に提出しな た居宅介護従業者養成研修等事業実施計画書（第１５号様式）を知事に提出しなけれ
ければならない。 ばならない。
(1) 研修の名称、課程及び実施場所 (1) 研修の名称、課程及び実施場所
(2) 募集期間、研修実施期間及び研修募集人員 (2) 募集期間、研修実施期間及び研修募集人員
(3) 研修カリキュラム（第２号様式） (3) 研修カリキュラム（第２号様式）
(4) 講師履歴一覧表（第３号様式） (4) 講師履歴一覧表（第３号様式）



(5) 実習施設利用計画書（第４号様式） (5) 実習施設利用計画書（第４号様式）
(6) 実習施設承諾書（第５号様式） (6) 実習施設承諾書（第５号様式）

(7) 実習指導者履歴書（第６号様式）（変更のある場合、提出すること。）
(7) 演習室等使用承諾書（第６号様式） (8) 演習室等使用承諾書（第７号様式）

(9) 演習使用備品一覧表（第８号様式）
(8) 交通機関利用演習施設承諾書（第７号様式） (10) 交通機関利用演習施設承諾書（第９号様式）
(9) 受講生募集に係る募集案内（募集期間、研修実施期間、募集対象者、募集人員 (11) 受講生募集に係る募集案内（募集期間、研修実施期間、募集対象者、募集人員及
及び研修受講料に係る費用を記載すること。） び研修受講料に係る費用を記載すること。）

(10) 研修使用テキスト等 (12) 研修使用テキスト等

（変更の届出） （変更の届出）
第９条 事業者は、第３条第１項及び第２項並びに第８条第２項に掲げる事項に変更が 第９条 事業者は、第３条第１項及び第８条第２項に掲げる事項に変更を加える場合に
あったときは10日以内に知事に届け出なればならない。ただし、講師に変更があると は事前に知事に届け出なければならない。
きは変更を加える10日前までに届けなければならない。 ２ 前項の届出をしようとする事業者は、変更を加える１０日前までに変更の内容、変

２ 前項の届出をしようとする事業者は、内容、変更時期及び理由を記載した居宅介護 更時期及び理由を記載した居宅介護従事者養成研修等事業変更届出書（第１６号様
従事者養成研修等事業変更届出書（第13号様式）を知事に提出するものとする。 式）を知事に提出するものとする。

３ 知事は、前項の届出内容が第５条に各号に掲げる事項に適合すると認められるとき
に限り、これを受理するものとする。

（指定の休止、廃止及び再開） （指定の休止、廃止及び再開）
第１０条 事業者は、事業を休止し、廃止し又は再開したときは、10日以内に知事に届 第１０条 事業者は、事業を休止、廃止もしくは再開する場合には、事前に知事に届け
け出なければならない。 出なければならない。

２ 次の各号に掲げる事項を記載した居宅介護従業者養成研修等事業休廃止及び再開届 ２ 前項の届出をしようとする事業者は、事業を休止及び廃止する場合はその日まに、
出書（第14号様式）を知事に提出しなければならない。 再開する場合は当該再開講座の募集開始日の３０日前までに、次の各号に掲げる事項
(1) 休止する場合は、その研修の名称及び課程、休止する年月日、休止予定期間並び を記載した居宅介護従業者養成研修等事業休廃止及び再開届出書（第１７号様式）を
に休止する理由 知事に提出しなければならない。

(2) 廃止する場合は、その研修の名称及び課程、廃止する年月日並びに廃止する理由 (1) 休止する場合は、その研修の名称及び課程、休止する年月日、休止予定期間、休
(3) 再開する場合は、その研修の名称及び課程、並びに再開する年月日 止する理由

(2) 廃止する場合は、その研修の名称及び課程、廃止する年月日、廃止する理由
(3) 再開する場合は、その研修の名称及び課程、再開する年月日

（事業実績報告書の提出） （事業実績報告書の提出）
第１１条 事業者は、各研修終了後60日以内に次の各号に掲げる事項を記載した居宅介 第１１条 事業者は、毎年度、事業終了後６０日以内に次の各号に掲げる事項を記載し
護従事者養成研修等事業実績報告書（第15号様式）を知事に提出しなければならな た居宅介護従事者養成研修等事業実績報告書（第１８号様式）を知事に提出しなけれ
い。 ばならない。

(1) 施設実習修了証明書（第１２号様式）の写し
(1) 修了者台帳（第10号様式）の写し (2) 修了者台帳（第１３号様式）の写し
(2) 修了者名簿（第16号様式）の写し (3) 修了者名簿（第１９号様式）の写し
(3) 研修講師実施確認報告書（第17号様式） (4) 研修講師実施確認報告書（第２０号様式）の原本
(4) 受講生出席簿の写し (5) 受講生出席簿の写し
(5) カリキュラム（当該実績報告講座分） (6) カリキュラム（当該実績報告講座分）

(7) 実務経験証明書の写し（該当者がある場合のみ）
(6) 各課程の修了証明書等の写し（該当者がある場合のみ） (8) 各課程の修了証明書等の写し（該当者がある場合のみ）
(7) 補講証明書の写し（第18号様式）（該当者がある場合のみ） (9) 補講証明書の写し（該当者がある場合のみ）
(8) 通信添削課題済レポートの写し（県より提出を求められた場合のみ） (10) 通信添削課題済レポートの写し（県より提出を求められた場合のみ）
(9) その他実績を確認するために必要と認める書類 (11) その他実績を確認するために必要と認める書類

２ 前項に掲げる書類は、(4)を除き原本証明を行うこととする。 ２ 前項にあげる書類は、(4)を除き必ず原本証明を行うこととする。

（事業者の留意事項） （事業者の留意事項）
第１２条 事業者は、事業運営上知り得た受講者に係る秘密の保持について、十分に留 第１２条 事業者は、事業運営上知り得た受講者に係る秘密の保持について、十分に
意しなければならない。 留意しなければならない。

２ 事業者は、受講者に対し、実習において知り得た個人の秘密の保持について、受講 ２ 事業者は、受講者に対し、実習において知り得た個人の秘密の保持について、受講
者が十分に留意するよう指導しなければならない。 者が十分に留意するよう指導しなければならない。

３ 事業者は、障害者等の人権を尊重し、信頼関係に基づいたサービスを提供すること ３ 事業者は、障害者等の人権を尊重し、信頼関係に基づいたサービスを提供する
ができる居宅介護従業者の養成に努め、研修運営全般において、人権に係る啓発につ ことができる 居宅介護従業者の養成に努め、研修運営全般において、人権に係る啓
いて十分留意しなければならない。 発について十分留意しなければならない。



４ 初任者研修課程及び基礎研修課程は、全ての障害に共通する研修課程とされている
ことに留意すること。

（研修事業の調査及び指導）
第１３条 知事は、事業者に対し、必要があると認めるときは研修事業の報告とこれに （研修事業の調査及び指導）
係る書類の提出を求めること及び実地指導を行うことができる。また、研修事業の実 第１３条 知事は、事業者に対し、必要があると認めるときは研修事業の報告とこれに
施等に関して適当でないと認めるときは、事業者に対して改善指導を行うことができ 係る書類の提出を求めること及び実地指導を行うことができる。また、研修事業の
る。 実施等に関して適当でないと認めるときは、事業者に対して改善指導を行うことが

２ 知事は、前項に定める改善指導について、改善が認められるまで研修の中止を命ず できる。
ることができる。なお、この場合においては、あらかじめ書面をもって事業者に通知 ２ 知事は、前項に定める改善指導について、改善が認められるまで研修の中止を命ず
するものとする。 ることができる。なお、この場合においては、あらかじめ書面をもって事業者に通知

するものとする。
（指定の取り消し）

第１４条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者としての要 （指定の取り消し）
件を満たすことができなくなったものとして、指定を取り消すことができる。 第１４条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者としての要
(1) 第５条のいずれかに掲げる事項に適合しなくなったとき。 件を満たすことができなくなったものとして、指定を取り消すことができる。
(2) 指定申請又は実施報告等において虚偽の申請又は報告を行ったとき。 (1) 第５条各号のいずれかに掲げる事項に適合しなくなったとき。
(3) 事業を適正に実施する能力があると認められないとき。 (2) 指定申請または実施報告等において虚偽の申請又は報告を行ったとき。
(4) 事業の実施に関し、不正な行為があったとき。 (3) 事業を適正に実施する能力があると認められないとき。
(5) 前条に定める改善指導に従わないとき。 (4) 事業の実施に関し、不正な行為があったとき。
(6) 過去２か年以上にわたり事業実施の実績がなく、休止等の届出もないとき。 (5) 前条に定める改善指導に従わないとき。

２ 知事は、前項に定める指定の取り消しを行う場合においては、あらかじめ書面をも (6) 過去２か年以上にわたり事業実施の実績がなく、休止等の届出もないとき。
って事業者に通知するものとする。ただし、事業者が連絡を取れない状況にある場合 ２ 知事は、前項に定める指定の取り消しを行う場合においては、あらかじめ書面をも
においては、この限りではない。 って事業者に通知するものとする。ただし、事業者が連絡を取れない状況にある場合

においては、この限りではない。
（聴聞の機会）

第１５条 知事は、第13条第２項に定める研修の中止を命ずる場合及び前条に定める指 （聴聞の機会）
定の取り消しを行う場合においては、当該事業者に対して聴聞を行うものとする。 第１５条 知事は、第１３条第２項に定める研修の中止を命ずる場合及び前条に定める

指定の取り消しを行う場合においては、当該事業者に対して聴聞を行うものとする。
（関係書類の保存）

第１６条 事業者は、受講者の研修への出席状況及び成績等に関する書類について、第1 （関係書類の保存）
1条に定める事業実績報告書の提出後５年間適切に保存しなければならない。 第１６条 事業者は、受講者の研修への出席状況及び成績等に関する書類について、第

２ 修了者台帳については、永年適切に保存しなければならない。 １１条に定める事業実績報告書の提出後５年間適切に保存しなければならない。
２ 修了者台帳については、永年適切に保存しなければならない。

（居宅介護従業者等について）
第１７条 居宅介護従業者、重度訪問介護従業者、同行援護従業者及び行動援護従業者
の具体的な範囲及び研修課程の免除の取扱いについては、通知第２の１（（４）を除
く。）の規定及び別紙２に定めるとおりとする。

２ 経過規定については、通知第２の２の規定による。

（その他） （その他）
第１８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項につい 第１７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項につい
ては、知事が別に定めるところによる。 ては、知事が別に定めるところによる。

附 則 附 則
この要綱は、平成16年３月15日から施行する。 この要綱は、平成１６年３月１５日から施行する。

附 則 附 則
この要綱は、平成18年10月１日から施行する。 この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。

附 則 附 則
この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則 附 則
この要綱は、平成21年11月１日から施行する。 この要綱は、平成２１年１１月１日から施行する。

附 則 附 則
この要綱は、平成25年７月１日から施行する。 この要綱は、平成２５年７月１日から施行する。

附 則
（施行期日等）



第１条 この要綱は、平成27年７月28日から施行し、平成27年４月１日から適用する。

（経過措置）
第２条 この要綱の適用日前に全身性障害者移動介護従業者養成研修を実施する者とし
て奈良県知事から指定を受けた事業者については、平成28年３月31日までに修業する
研修に限り、なお従前の例による。

（特例措置）
第３条 平成18年９月30日から平成28年３月31日の間においては、従前の要綱で定めら
れた全身性障害者移動介護従業者養成研修課程について、平成18年９月29日厚生労働
省告示538号第１条第20号に規定する全身性障害者外出介護従業者養成研修に相当する
研修として奈良県知事が認めるものとみなす。


